
１ 特定税額控除制度の不適用措置における中小企業者の判定

特定税額控除制度(次に掲げる制度をいいます。)の不適用措置(措法42の13⑤)では、その措置の対象となる法人から中小企業者(適用除

外事業者に該当するものは除きます。)が除かれていますが、中小企業者に該当するかの判定に当たっては、中小企業向けの租税特別措置

の中小企業者の判定と同様に次のページにより判定することができます。

(注) 適用除外事業者については、3ページをご参照ください。
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No. 別表番号 別表名

① 六(九) 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書

② 六(十二) 特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書

③ 六(十九) 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

④ 六(二十五) 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

⑤ 六(二十六)
情報技術事業適応設備を取得した場合、事業適応繰延資産となる費用を支出した場合又は生産工程効率化等設備等を取得し
た場合の法人税額の特別控除に関する明細書



２ 中小企業者の判定
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「大規模法人の保有する株式数等の明細ｉ～ｎ」の各欄は、そ

の法人の株主等のうち大規模法人(※)について、その所有する株式

数又は出資金の額の最も多いものから順次記載します。

(※) 大規模法人とは、次の①～③の法人をいい、中小企業投資

育成株式会社を除きます。

① 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

② 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員

の数が1,000人を超える法人

③ 次のイ又はロの法人

イ 大法人(次の(ｲ)～(ﾊ)の法人をいいます。)との間にそ

の大法人による完全支配関係がある普通法人

(ｲ) 資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人

(ﾛ) 相互会社及び外国相互会社のうち、常時使用する従

業員の数が1,000人を超える法人

(ﾊ) 受託法人

ロ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が

有する株式及び出資の全部をその全ての大法人のうちい

ずれか一の法人が有するものとみなした場合において、

そのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいず

れか一の法人による完全支配関係があることとなるとき

のその普通法人(イの法人を除きます。)



３ 適用除外事業者

適用除外事業者とは、中小企業向け租税特別措置の適用を受けようとする法人(以下「判定法人」といいます。)のその事業年度(以下

「判定対象年度」といいます。)開始の日前3年以内に終了した各事業年度(以下「基準年度」といいます。)の所得金額の合計額を各基準年

度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(次の①～⑤の事由がある場合には、その計算した金額に一定の調整を加えた金

額)が15億円を超える法人をいいます(措置法42の4⑲八、措置法令27の4⑱～㉒)。

したがって、次の①～⑤の事由に該当することがなければ、単純に、合計で36月以上となる各基準年度の所得金額の合計額をその合計月

数で除し、12を乗じて計算した金額が15億円を超えるかどうかで判定することとなります。

① 判定法人の判定対象年度に係る各基準年度を還付所得事業年度とする欠損金の繰戻し還付の適用があったこと【3号】

② 判定法人が特定合併等(※)に係る合併法人等に該当すること【4号】

(※) 特定合併等とは、合併等(合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継)のうち、判定対象年度開始の日から起算して3年前の日(以下「基準日」

といいます。)から判定対象年度開始の日の前日までの間に行われた法人を設立する合併等で事業を移転するものなどをいいます(措置法令27の4⑳一)。

③ 判定法人が基準日から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において公益法人等又は人格のない社団等に該当していたこと

【5号】

④ 判定法人が外国法人であること【6号】

⑤ 判定法人が基準日から判定対象事業年度開始の日の前日までのいずれかの時において連結法人に該当していたこと【令和2年6月改正前

の旧4号】

⇒ 適用除外事業者に該当するかどうかは、4ページの「適用除外事業者の判定表」により判定することができます。
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４ 適用除外事業者の判定表

⑴ 設立の日の翌日以後3年を経過していない場合には、適用除

外事業者に該当しません。ただし、3ページの②～⑤等の事由

に該当する場合には設立の日に一定の調整をして判定を行うこ

とになりますのでご注意ください。

⑵ 3ページの②～④の事由に該当する場合には、「調整計算の

要否」の「要（措置法令第27条の4第18項第（ ）号又は令和2

年旧措置法令第27条の4第22項第4号）」欄に該当する号(3ペー

ジの②～④の【 】の号をいい、複数の号に該当する場合には

全ての号)を記載し、令和2年6月改正前の措置法令(以下「令和

2年旧措置法令」といいます。)第27条の4第22項第4号｟試験研

究を行った場合の法人税額の特別控除｠(3ページの⑤)に該当

しない場合には、「又は令和2年旧措置法令第27条の4第22項第

4号」を二重線で抹消します。この場合、基準年度の平均所得

金額に一定の調整を加えて計算した金額(「5」から「9」まで

の各欄)により適用除外事業者の判定を行うことになりますの

でご注意ください。

⑶ 「合併等調整額6」には、措置法令第27条の4第19項第3号か

ら第5号まで｟試験研究を行った場合の法人税額の特別控除｠

に規定する合併等調整額を記載します。

⑷ 「加算対象連結所得金額7」には、令和2年旧措置法令第27条

の4第23項第4号ロに掲げる金額(「6」欄の金額の計算の基礎と

された金額を除きます。)を記載します。
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10
適用除外事業者の判定

（(4)又は(9)＞15億円は該当）

円

該当  　・　 非該当

基準年度の平均所得金額
（（(1の計)ー(2の計)）　／　(3の計)）　× 12

調
整
計
算
が
「

要
」

で
あ
る
場
合

(1の計)ー(2の計)
（（3の計）＞36の場合には、

（（(1の計)ー(2の計)） ／ (3の計)）×36の金額）

合併等調整額

加算対象連結所得金額

計
(5) + (6) + (7)

平均所得金額
(8) ／ ３

計

各基準年度の月数

調整計算の要否
措 置 法 令 第 27 条 の ４ 第 18 項 第 （ ） 号 又 は
令 和 ２ 年 旧 措 置 法 令 第 27条 の ４ 第 22 項第 ４号

          不要　　・　　要　

事業年度

32

適　　　用　　　除　　　外　　　事　　　業　　　者　　　の　　　判　　　定　　　表

非該当設立の日の翌日以後３年を経過していない場合

基
準
年
度

円

1

各基準年度の所得金額
（別表一「１」等）

（マイナスの場合は０）

(１)に対する法人税の額に係る欠損金の繰戻し
還付の金額の計算の基礎となった欠損金相当額

∶        ∶

∶        ∶

∶        ∶

∶        ∶

円 月

∶        ∶

∶        ∶
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